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国立大学法人鳴門教育大学役員退職手当規程

平成１６年 ４ 月 １ 日

規程第 ９ 号

改正 平成１８年 ３ 月１３日規程第 ３５ 号

平成２１年 ３ 月２３日規程第 ７ 号

平成２４年１２月１７日規程第 ５１ 号

平成３０年 １ 月１９日規程第 ４ 号

（趣旨）

第１条 国立大学法人鳴門教育大学の学長，理事及び監事（非常勤を除く。以下「役員」

という。）が退職（解任及び死亡を含む。以下同じ。）した場合の退職手当に関する事

項については，この規程の定めるところによる。

（退職手当の支給）

第２条 退職手当は，役員が退職し，又は解任された場合は，その者（死亡した場合には，

その遺族）に支給する。ただし，役員が国立大学法人法（平成１５年法律第１１２号）

第１７条第２項第２号の規定により解任されたときは，当該役員に退職手当を支給しな

い。

（退職手当の額）

第３条 退職手当の額は，役員の退職の日における本給月額に，在職期間１月につき，

１００分の１２．５の割合を乗じて得た額を基礎として，１００分の８３．７を乗じて

得た額とする。

２ 前項の役員に対する退職手当の額については，役員としての在職期間におけるその者

の業績に応じ，経営協議会の議を経て，これを増額し，又は減額することができる。

（在職期間の計算）

第４条 在職期間の月数の計算については，任命の日から起算して暦に従って計算するも

のとし，１月に満たない端数を生じたときは１月と計算するものとする。

（国家公務員として在職した後引き続いて役員となった者に対する退職手当にかかる特例）

第５条 役員のうち，学長の要請に応じ，引き続いて国家公務員（国家公務員退職手当法

（昭和２８年法律第１８２号。以下「退職手当法」という。）第２条第１項に規定する

職員をいう。以下同じ。）となるため退職をし，かつ，引き続き国家公務員として在職

した後引き続いて再び役員となった者の在職期間の計算については，先の役員としての

在職期間の始期から後の役員としての在職期間の終期までの期間は，役員としての引き

続いた在職期間とみなす。

２ 前項の規定による場合において，国家公務員として在職した期間の第３条の適用にか

かる本給月額については，国家公務員として在職した期間の役職等を勘案し，学長が別

に定める。

３ 国家公務員が，国の機関の要請に応じ，引き続いて役員となるため退職し，かつ，引

き続いて役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には，そ

の者の国家公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。

４ 役員が第１項に該当する退職をし，かつ，引き続いて国家公務員となった場合におい
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ては，別に定める場合を除き，この規程の規定による退職手当は，支給しない。

５ 第３項の規定に該当する役員のうち前項に該当する者以外の者が退職した場合の退職

手当の額については，第３条の規定にかかわらず当該退職の日に国家公務員に復帰し国

家公務員として退職したと仮定した場合の，第３項の役員としての在職期間（国家公務

員として引き続いた在職期間を含む。）を退職手当法第７条に規定する在職期間とみな

し同法の規定を準用して計算した退職手当の額に相当する額とする。この場合における

当該退職の日における本給月額は，当該役員が第３項に規定する役員となるため国家公

務員を退職した日における国家公務員としての俸給月額を基礎として，当該役員として

の在職期間等を勘案し，学長が別に定める。

（職員との在職期間の通算）

第６条 役員が，引き続いて国立大学法人鳴門教育大学職員退職手当規程（平成１６年規

程第２８号。以下「職員退職手当規程」という。）第１条に規定する職員（常時勤務に

服することを要しない者を除く。以下「職員」という。）又は他の国立大学法人及び大

学共同利用機関法人，独立行政法人通則法（平成１１年法律１０３号。以下「独立行政

法人通則法」という。）第２条第１項に規定する独立行政法人（独立行政法人通則法第

１４条に規定する主務大臣が文部科学大臣のものに限る。以下「他の国立大学法人等」

という。）の職員となったときは，退職手当は支給しない。ただし，他の国立大学法人

等の職員となった場合は，その者の役員としての勤続期間が，当該他の国立大学法人等

における職員に係る退職手当に関する規程等において，その者の当該他の国立大学法人

等における職員としての勤続期間に通算しない場合は，この限りでない。

２ 役員が，引き続いて職員又は他の国立大学法人等の職員から役員となった場合におけ

るその者の役員としての引き続いた在職期間には，その者の引き続いた職員又は他の国

立大学法人等の職員としての在職期間を含むものとする。ただし，他の国立大学法人等

の職員が引き続いて役員となった場合，当該他の国立大学法人等の役員に係る退職手当

に関する規程等において，職員としての勤続期間を当該他の国立大学法人等の役員とし

ての勤続期間に通算することと定めている他の国立大学法人等に限り，かつ，当該他の

国立大学法人等の退職手当に関する規程等により，当該他の国立大学法人等において退

職手当に相当する給付の支給を受けていない場合に限る。

（他の国立大学法人等の役員との在職期間の通算）

第７条 役員が，引き続いて他の国立大学法人等の役員となったときは，退職手当は支給

しない。ただし，この場合，その者の役員としての勤続期間が，当該他の国立大学法人

等の役員に係る退職手当に関する規程等において，その者の当該他の国立大学法人等に

おける役員としての勤続期間に通算しない場合は，この限りでない。

２ 役員が，引き続いて他の国立大学法人等の役員から役員となった場合におけるその者

の役員としての引き続いた在職期間には，他の国立大学法人等の役員としての在職期間

を含むものとする。ただし，この場合，当該他の国立大学法人等の役員に係る退職手当

に関する規程等において，役員としての勤続期間を当該他の国立大学法人等の役員とし

ての勤続期間に通算することと定めている他の国立大学法人等に限り，かつ，当該他の

国立大学法人等の退職手当に関する規程等により，当該他の国立大学法人等において退

職手当に相当する給付の支給を受けていない場合に限る。
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３ 前項による引き続く他の国立大学法人の役員の在職期間中に引き続く職員の在職期間

を有する場合の役員の在職期間については，前条第２項の規定を準用する。

（地方公共団体との勤続期間の通算の特例）

第８条 役員が，学長の要請によらず引き続き地方公務員又は公立大学法人の役員及び職

員（以下「地方公務員等」という。）となる場合，当該地方公共団体又は公立大学法人

（以下「地方公共団体等」という。）の退職手当に関する条例又は規程等（以下「条例

等」という。）において，役員が学長の要請によらず，引き続いて当該地方公共団体等

に使用される者となった場合に，役員として引き続く勤続期間を当該地方公共団体等に

使用される者としての勤続期間に通算することと定めている場合は，退職手当は支給し

ない。

２ 役員としての引き続いた在職期間には，地方公務員等から引き続いて役員となったと

きにおけるその者の地方公務員等としての引き続いた在職期間に含めるものとする。た

だし，当該地方公共団体等の退職手当に関する条例等において，役員が学長の要請によ

らず，引き続いて当該地方公共団体等に使用される者となった場合に，役員としての引

き続く勤続期間を当該地方公共団体等に使用される者としての勤続期間に通算すること

と定めている地方公共団体等に限り，かつ，当該地方公共団体等の退職手当に関する条

例等により，当該地方公共団体等において退職手当に相当する給付の支給を受けていな

い場合に限る。

（職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例）

第９条 第６条第２項又は第７条第２項に規定する在職期間を有する役員が退職した場合

の退職手当の額は，第３条の規定にかかわらず，職員退職手当規程に準じ算出して得た

額とする。

（再任等の場合の取扱い）

第１０条 役員が，任期満了の日又はその翌日に再び同一の役職の役員に任命されたとき

は，その者の退職手当の支給については，引き続き在職したものとみなす。また任期満

了の日以前又はその翌日において役職を異にする役員に任命されたときも同様とする。

（職員退職手当規程の準用）

第１１条 退職手当の支払いに関しては職員退職手当規程第２条の３を，遺族の範囲及び

順位に関しては職員退職手当規程第２条の２を，懲戒解雇等処分を受けた場合等の退職

手当の支給制限に関しては退職手当規程第１４条を，退職手当の支払の差止めに関して

は職員退職手当規程第１５条を，退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の

支給制限に関しては退職手当規程第１６条を，退職をした者の退職手当の返納に関して

は退職手当規程第１７条を，遺族の退職手当の返納に関しては退職手当規程第１８条を，

退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付に関しては退職手当規程第１９条

をそれぞれ準用する。なお，この場合において，「職員」とあるのは「役員」と読み替

えるものとする。

（端数の処理）

第１２条 この規程の定めるところによる退職手当の計算の結果生じた１００円未満の端

数は，これを１００円に切り上げるものとする。

（実施細則）
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第１３条 退職手当の支給手続その他この規程の実施に必要な事項については，別に定め

る。

附 則

この規程は，平成１６年４月１日から施行する。

附 則

この規程は，平成１８年４月１日から施行する。

附 則

この規程は，平成２１年４月１日から施行する。

附 則

１ この規程は，平成２５年１月１日から施行する。

２ 改正後の第３条第１項の規定の適用については，同項中「１００分の８７」とあるの

は，平成２５年１月１日から同年９月３０日までの間においては「１００分の９８」と，

同年１０月１日から平成２６年６月３０日までの間においては「１００分の９２」とす

る。

附 則

この規程は，平成３０年２月１日から施行し，平成３０年１月１日から適用する。


